
国連改革に関するＩＰＵ会合派遣参議院代表団報告書 

 

団長 参議院議員 中川義雄 

同行 参議院参事 相澤達也 

 

 国連改革に関するＩＰＵ会合は、２００６年６月２６日（月）及び２７日（火）、

日本、エジプト、ヨルダン、ケニア、ノルウェー、南アフリカ、スウェーデン

及びメキシコの８か国の議員が参加してニューヨークの国連本部及び周辺各所

において行われた。本会合は、カジーニＩＰＵ議長（イタリア）が６月上旬に

訪米し、各国の国連常駐代表及び国連高官との会談を行った際、各国代表等よ

り、今期の国連予算は国連事務局改革の方向性が明確にならない限り６か月を

超えた部分は凍結とされている（本年６月末に期限を迎える。）にもかかわら

ず、当時何ら合意に達していない改革の先行きに懸念が表明され、ＩＰＵのイ

ニシアチブによりニューヨークにハイレベルの議会人を結集し、国連の現状に

ついて議論する機会を設けるよう提案がなされたことを受け、急遽開催が決定

したものである。極めてショートノーティスな中での参加に対し、ジョンソン

ＩＰＵ事務総長より会合の前後に重ねて謝意が示された。 

 本会合の経過及び結論文書の詳細については、既に配付済の「国連改革に関

するＩＰＵ会合概要」に譲ることとし、本報告書ではその概要を報告する。 

 

一、会合の概要 

会合は、ＩＰＵがアレンジした日程に沿って、議員団が各アポイント先（計

七か所）に出向き、ＩＰＵのニューヨーク常駐代表であるフィリップ大使（ル

ーマニアの元ジュネーブ政府代表部大使）が司会進行を務めて、自由討論方式

で進められた。フィリップ大使は、当初、各会談ごとに参加議員の中からスピ

ーカーを定め、議員団の考え方を申し入れる（勧告する）方式を提案したもの

の、各議員の自由な意思表明が尊重されるべきだとの意見が大勢を占め、結局、

自由討論方式が採用された。今回の会合の趣旨について、会合の冒頭でジョン

ソンＩＰＵ事務総長は、過去２回の世界議長会議において国連と一層緊密に協

力していくことが確認されているが、国連事務総長の予算支出権限の期限を６

月末に控え、今こそＩＰＵが国連に対し重要な貢献を行い得ると説明した。 

国連予算については、昨年の予算審議において、通常どおり２か年予算を承

認するが、通常とは異なり、事務総長の当初の支出権限を予算全体の４分の１

相当額（半年分）に止めるという支出キャップ方式が採択された。これに対し、

先進国は支出キャップを外すためには国連のマネジメント･事務局改革の前進

が重要であるとの立場を取り、途上国は改革の前進とは関係なく支出キャップ

を外すよう主張し、対立する状況が続いていた（注、６月３０日、国連総会は

キャップを外す決議を採択。日米豪は留保を表明。）。今回の会合では、途上

国の代表（Ｇ７７グループ）及び先進国の代表（ＪＵＳＣＡＮＺグループ）双

方から説明を聴取したほか、国連側で本件について深く関わっている国連総会



議長、行財政改革を所管する第五委員会の委員長及び事務総長の下で国連改革

全般を所管する事務総長補から、主に改革論議の現状･進展状況について説明を

聴取し、議論を行った。 

 参加者はおおむね各国政府の立場に沿って意見を展開した。中でも南アフリ

カの議員は、国連予算の支出キャップ方式自体、先進国の横暴であると決め付

け（これに対して、中川議員から「支出キャップ方式自体は昨年全会一致で採

択されたものではないか。」と疑問を呈したが、明確な回答はなかった。）、

「金を多く出せば何でもできるというわけではない。」、「富裕国も貧困国も

同じ一票に変わりはない。」と声高に主張した。また、同議員は、中川議員が

安保理改革の重要性を訴えた際、「あなたは４か国（Ｇ４）のみが安保理常任

理事国になればいいと考えているのか。そうでないとすれば何か国に拡大すべ

きと考えているのか。」と詰め寄る場面もあった（これに対して中川議員は、

常任理事国６か国、非常任理事国４か国程度を拡大し、当然その中にはアフリ

カの国も入るし、南アも候補国と考える旨応答した。）。 

 中川議員は、２倍以上の経済規模を持つ米国の国連分担金に比して日本が１

９．５％という非常に多額の拠出を行っていることに注意を喚起しつつ、「日

本は戦後復興の過程で貧困の苦しみを誰よりも理解しており、金を多く出せば

何をやってもいいなどとは考えてもいないし、そのように恩を着せたこともな

いはずである。日本国民は誰よりも平和を希求しており、国連に対する期待は

大きく、正当な支出がなされている限り決して額の大きさに不満を訴えること

はない。しかし、多くを出す者として、その使い道に大きな関心を寄せるのは

当然であろう。」と述べた。こうした中川議員の主張に反論する者はいなかっ

た。その後も南ア等の議員は自説を展開したが、日本に矛先を向けることはな

く、先進国一般というよりも米国１国を念頭に置いた発言と見受けられた。 

 議論は、予算に関するキャップ問題又は事務局･マネジメント改革に絞ること

なく、安保理改革等を含め焦点がやや拡散した。議論の中で、いかにして先進

国と途上国の対立を乗り越えることができるか、と自問する場面はあったもの

の、具体的な方策を考案するには至らず、結局のところ自国の主張が繰り返さ

れるにとどまった。会合全体を通じてＩＰＵとして具体的な結論を引き出すこ

とは難しく、予算執行期限の６月末を前にして緊急メッセージを発することは

できなかった。 

 

二、会合参加者からの主な意見と勧告 

 本会合を終えて、ＩＰＵ事務局において取りまとめた会合参加者からの主な

意見と勧告の概要は次のとおりである。ＩＰＵはこれらを各国の議会及び今回

会合を持った国連高官、各国政府代表部に対して送付した。 

 

（一）主な意見 

（１）国連は世界の人々から依然として十分理解されているとは言えず、そ

の活動は十分な評価を得ていない。 



（２）国連における意思決定は、本来在るべき代表性及び包括性を欠いてい

る。 

（３）安保理は、今日の地政学的な現実を反映していない。また、あまりに

も強力な権限を持っている。その見直しが以前に増して必要とされてい

る。 

（４）マネジメント改革が国連の正統性及び有効性の改善のための鍵となる。

しかし、現在のところ、政治的論争の中で泥沼にはまっている。 

（５）浪費と重複を避けるため、すべての意思決定機関及びその活動の見直

しが必要である。しかし、その進め方について隔たりがある。 

（６）国連の開発活動の一貫性を改善することが極めて大きな組織的課題で

ある。 

（７）議会の関与 

 世界の議会の首脳は、国連が現在取り組んでいる改革アジェンダが

短期間のうちに完了することはないものと十分認識している。また、

議論を前進させるために議会がなし得る貢献を過大評価しているとい

うこともない。外交政策に関して行政府の優位を定める憲法上の特権

を尊重している。さはさりながら、選挙民の委任を受けた国会議員の

プレゼンスによって、包括的な改革プロセスの成功を促進する方法が

いくつか存在する。今回の議会ミッション中に合意された勧告は以下

のとおりである。 

 

（二）勧告 

（１）議会は、国連改革の状況について、より一層積極的に関心を持つべき

である。議会の常任及び特別委員会は、国連改革について議論を行うた

め、より一層体系的に関係大臣、国連高官、市民社会代表等からのヒア

リングの機会を持つべきである。 

（２）議会は、国連の主要課題に関する自国政府の立場について、一層の情

報提供を求めるべきである。従来からの審議方式に加えて、国連常駐代

表からのヒアリングを定期的に持つこともできよう。一部の国で既に行

われているように、常駐代表の指名は議会にかけられるべきである。 

（３）各国議会は、国連の活動全般、特に国連改革に関する自国政府の立場

について、一層認識を深める必要がある。このためには国連と議会の間

のよりよい情報の伝達を必要とする。国連からの情報はより体系的に議

会に届けられる必要がある。ＩＰＵは、国連と協力してこの変革の手助

けをするよう求められている。 

（４）特に開発途上国の議会においては、現地の国連代表を通じて各国レベ

ルで国連との関係強化を志向すべきである。議会は、各国政府が国連の

支援を受けて作成する開発戦略に一層関与すべきである。また、現地の

国連の計画について、より定期的及び包括的に情報提供を受けるべきで

ある。 



（５）議会人は、日常的に国民及び利益団体と共に活動しているところ、国

連の信頼を取り戻すことに資する国連改革に対する各国･各地方の支持

を構築するため、一層積極的な役割を果たすべきである。 

（６）国連の拠出金問題について、多額の拠出者がより多くの発言権を期待

するという自然な流れを埋め合わせるために何らかの創造的な思考が求

められている。各国が拠出の絶対額を増やすこともできるが、すべての

国の拠出額は負担能力に応じて定められている。活動の場を平準化する

ため、議会は、拠出金と並んで国連の活動の代替的な資金源となるアイ

デアを検討すべきである。議会は、納税者のお金の管理と予算決定の権

限を持っており、この重要な問題を議題とすべきである。 

（７）議会は、国連改革の下で新たに創設された組織の活動を支援するため

の価値ある貢献をなすことができる。ＩＰＵはそのプロセスを支援する

よう求められている。議会は、国連改革においてジェンダー平等問題が

適切に対処されるようにするため、重要な役割を果たすべきである。ジ

ェンダー主流化への組織的な関与により、議会及びＩＰＵはこのプロセ

スに大きな貢献を行うことができる。 

（８）国連加盟各国は、国連総会その他の主要な国連の会議への代表団に、

国会議員をより体系的に組み入れるよう努めるべきである。議会人の関

与により、交渉と国内における実施の関係を現実的で実践的で一貫した

ものとし、最終的に国際公約から便益を受ける国民とのリンクを強化す

る。 

（９）前項に関連して、ＩＰＵは、国連の優先課題について議論するための

議員会議を国連本部で開く慣行を強化及び発展させるべきである。これ

により、国連の現実を各国議会に近づけ、主要な国連プロセスに重要な

議会からのインプットを行うことになる。 

 

三、終わりに 

 予算に関するキャップ問題に関する交渉が大詰めを迎える中で、いずれも多

忙なスケジュールの合間を縫っての会談となったが、会談した国連高官及び各

国政府代表とも一様に、この重要な時期に各国の議員が国連改革に関心を持っ

てくれることは大変ありがたいことと述べた。ＩＰＵは、本会合の議論の模様

を報告書として各国議会に配付し、多少なりとも各国議員の国連改革に関する

関心を高めるという啓蒙効果を期待している。この点で、今回ややもすれば途

上国サイドに偏りかねなかった議論の流れに対して、日本の立場を明確に打ち

出してくさびを打ったことは、我が国にとって有意義なことであったと思料す

る。 


